
令和８年度集団指導
介護報酬編（施設系サービス）
川口市 福祉部 福祉監査課 指導第２係

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



この動画の流れ

•（介護予防）短期入所生活介護
•（介護予防）特定施設入居者生活介護
•（介護予防）小規模多機能型居宅介護
•（介護予防）認知症対応型共同生活介護
•介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

•介護老人保健施設
•終わりに

介護報酬編（施設系サービス）

川口市のマスコット「きゅぽらん」



（介護予防）
短期入所生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



過去の指導事項

•利用者に対して送迎を行う場合の算定

•サービス提供体制強化加算

•緊急短期入所受入加算

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）短期入所生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



【問題点】
複数の利用者と乗合で送迎を実施している。

【指導内容】
利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を

実施することを前提としているため、原則個別
に送迎を実施してください。
※平成15年5月30日介護報酬に係るQ＆A参照

利用者に対して送迎を行う場合の算定

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）短期入所生活介護



【問題点】
加算の要件である職員の割合の算出が不適
切である。

【指導内容】
算定要件である職員の割合の算出について、
常勤換算方法により算出した前年度（３月除
く）の平均を用いて計算し、保管してくださ
い。

サービス提供体制強化加算

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）短期入所生活介護



【〇×クイズ】緊急短期入所受入加算
緊急に利用者を受け入れた場合は、介護支

援専門員が緊急の必要性及び利用を認めてい
ること、利用の理由、期間のみを記録してい
れば十分である。〇か×か。

問題です！

？ ？ ？ ？
川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）短期入所生活介護



緊急短期入所受入加算については、利用
の理由、期間、緊急受け入れ後の対応など
の事項を記録してください。

また、緊急利用者にかかる変更前後の居
宅サービス計画を保存するなどして、適正
な緊急利用に努めてください。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）

正解は×です。
（介護予防）短期入所生活介護



（介護予防）
特定施設入居者生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



（介護予防）特定施設入居者生活介護

•従業員の員数が基準を満たさない場合の算定

•個別機能訓練加算

•協力医療機関連携加算

過去の指導事項

（介護予防）特定施設入居者生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



【問題点】
看護職員の配置数が、人員基準上必要とされる員数から２

割不足している。

【指導内容】

看護職員の配置数について、人員基準上必要とされる員数
から１割を超えて減少していました。人員基準を満たすよう
看護職員を配置してください。

人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場
合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月
まで、利用者等の全員について減算になります。

従業員の員数が基準を満たさない場合の算定

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）特定施設入居者生活介護



【問題点】
個別機能訓練計画の内容等の情報を科学的

介護情報システム（ＬＩＦＥ）を通じて期限
までに提出していない。

【指導内容】
厚生労働省の示す各項目に係る提出情報を、ＬＩ

ＦＥを通じて規定の月の翌月10日までに提出してく
ださい。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）特定施設入居者生活介護

個別機能訓練加算



【問題点】
協力医療機関との間で、利用者の病歴等の

情報を共有する会議を開催した記録がない。

【指導内容】
協力医療機関との間で、利用者の病歴等の

情報を共有する会議を概ね月１回以上開催し、
会議の開催状況について、その概要（日時、
出席者、会議の内容等）を記録してください。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）特定施設入居者生活介護

協力医療機関連携加算



（介護予防）
小規模多機能型居宅介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



（介護予防）小規模多機能型居宅介護

•科学的介護推進体制加算

•介護職員等処遇改善加算

•サービス提供体制強化加算

過去の指導事項

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



【問題点】
入所者の基本的な情報を科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）を通じて期限までに提出していない。

【指導内容】
• 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他
の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、ＬＩＦＥを通じ
て規定の月の翌月10日までに提出してください。

• 情報の提出が1名でも行えない場合、事実が生じた月のサービス
提供分から情報の提出が行われた月の前月まで、入所者全員につ
いて算定できませんので、ご注意ください。

科学的介護推進体制加算

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）小規模多機能型居宅介護



【問題点】
処遇改善の内容を従業員に対して周知して

いない

【指導内容】
届出に係る計画の期間中に実施する処遇改

善の内容を、全ての介護職員に周知してくだ
さい。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）小規模多機能型居宅介護

介護職員等処遇改善加算



【３択クイズ】サービス提供体制強化加算

次の説明文の中から正しいものを１つ選択してください。
①研修計画には個別具体的な研修の目標と内容だけを定め
ている。

②会議には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の
一部が参加している。

③会議は、おおむね１月に１回以上開催している。

問題です！！

川口市のマスコット「きゅぽらん」

？ ？ ？ ？

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）小規模多機能型居宅介護



サービス提供体制強化加算

・研修計画は、非常勤職員、派遣職員等を含むすべ
ての従業者ごとに個別具体的な研修の目標、内容、
研修期間、実施時期等を定めた計画を作成してく
ださい。

・会議には、すべての従業者が参加する必要があり
ます。また、会議の概要を記録してください。

・会議は、おおむね１月に１回以上開催してくださ
い。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）小規模多機能型居宅介護

正解は「③」



（介護予防）
認知症対応型共同生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



（介護予防）認知症対応型共同生活介護

•協力医療機関連携加算

•口腔衛生管理体制加算

過去の指導事項

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



【問題点】
協力医療機関との間で、利用者の病歴等の情報を

共有する会議を開催した記録が不足している。
【指導内容】
協力医療機関との間で、利用者の病歴等の情報を

共有する会議を概ね月１回以上開催し、会議の開催
状況について、その概要（日時、出席者、会議内容
等）を記録してください。
なお、利用者の病歴等の情報の共有には利用者の

同意を得てください。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）認知症対応型共同生活介護

協力医療機関連携加算



【問題点】
口腔ケアに係る技術的助言及び指導について、記

録のない月がありました。

【指導内容】
口腔ケアに係る技術的助言及び指導は、月1回以上

介護職員に行い、その内容を記録してください。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） （介護予防）認知症対応型共同生活介護

口腔衛生管理体制加算



地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

介護老人福祉施設

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

•個別機能訓練加算

•褥瘡マネジメント加算

過去の指導事項

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



【問題点】
個別機能訓練計画を機能訓練指導員のみ

で作成している。

【指導内容】
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者が共同して作
成してください。また、共同して作成した
ことが確認できるように記録してください。

個別機能訓練加算①

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） 介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



【問題点】
褥瘡の有無の確認及び褥瘡の発生と関連のあるリスクについての

評価の結果等の情報を科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）を通じて
期限までに提出していない。

【指導内容】
• 入所者ごとの「基本情報」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評
価」の各項目に係る情報は、ＬＩＦＥを通じて規定の月の翌月10日
までに提出してください。

• 情報の提出が1名でも行えない場合、事実が生じた月のサービス提
供分から情報の提出が行われた月の前月まで、入所者全員について
算定できませんので、ご注意ください。

褥瘡マネジメント加算

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） 介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



【〇×クイズ】褥瘡マネジメント加算
次の説明文が正しいか〇か×でお答えください。

褥瘡ケア計画は、医師が作成しており、計画に基づいた
ケアを実施する際は、入所者又はその家族に説明し、同意
を得ている。また、少なくとも６月に１回、入所者ごとに
計画を見直している。

問題です！！！

川口市のマスコット「きゅぽらん」

？ ？ ？ ？

介護報酬編（施設系サービス） 介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



・褥瘡ケア計画は、医師、看護師、介護職員、管理栄
養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作
成してください。

・計画に基づいたケアを実施する際は、入所者または
その家族に説明し、同意を得てください。

・計画の見直しは少なくとも３月に１回は行うことと
されています。

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）

正解は×です。

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



介護老人保健施設

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



介護老人保健施設

•入所前後訪問指導加算

•訪問看護指示加算

•高齢者施設等感染対策向上加算

過去の指導事項

介護老人保健施設

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）



【問題点】
退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方

針の決定を行っていない。

【指導内容】
入所期間が１月を超えると見込まれる者に対して、入

所予定日前３０日又は入所後７日以内に居宅の訪問を行
い、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療
方針の決定を行ってください。なお、入所前後訪問指導
の指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載してくだ
さい。

入所前後訪問指導加算

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） 介護老人保健施設



【問題点】
家族の同意を得て訪問看護指示書を交付した。

【指導内容】
訪問看護指示書は、入所者の同意を得て交付し

てください。

訪問看護指示加算

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） 介護老人保健施設



【問題点】
施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導

を受けていない事例がありました。

【指導内容】
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、

３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場合の対応
に係る実地指導を受け、その内容を記録してください。

高齢者施設等感染対策向上加算

川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス） 介護老人保健施設



終わりに
この動画では、施設系サービスの報酬について、過去
の指導した点を中心に説明しました。この動画で説明し
た以外にも重要な点、注意する点はたくさんあります。
告示、留意事項通知等に則って適切な運営を行い、今

後もより良いサービス提供に努めていただきたいと思い
ます。
また、集団指導資料には、介護保険課、⾧寿支援課、

生活福祉１課、消防局、保健所、医療センター、埼玉労
働局等からの資料も掲載していますので、併せてご覧く
ださい。

ご視聴ありがとうございました。
川口市のマスコット「きゅぽらん」

介護報酬編（施設系サービス）


